
業
界
初
の
電
子
チ
ケ
ッ
ト
ス
タ
ー
ト
！

　

２
月
25
日
（
火
）午
後
１
時
よ
り
個
人
タ
ク
シ
ー
会
館
に
お
い
て
、令
和
６
年
度
第
５
回
理
事
会
が

理
事
総
数
39
名
中
38
名
の
出
席
を
み
て
開
催
さ
れ
た
。

令
和
６
年
度

第
５
回
理
事
会
の
あ
ら
ま
し

的
に
は
思
っ
て
い
る
。一
本
で
も
外

せ
ば
少
し
は
安
く
で
き
る
の
で
は

と
も
考
え
て
い
る
。こ
れ
か
ら
先
ま

た
検
討
し
て
、デ
ー
タ
が
揃
っ
た
時

点
で
考
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
」と
そ

れ
ぞ
れ
答
弁
が
あ
っ
た
。

経
理
部
報
告
事
項

　

大
野
常
務
が
資
料
に
基
づ
い
て

報
告
し
た
。

⑴
事
務
手
数
料
等
の
支
払
い
予
定

額
に
つ
い
て

⑵
年
末
換
金
資
金
支
部
融
資
状
況

に
つ
い
て

⑶
換
金
資
金
借
入
金
に
つ
い
て

　

換
金
資
金
借
入
金
の
増
額
が
必

要
な
理
由
と
し
て
、組
合
員
減
少
に

伴
う
現
金
・
預
金
の
減
少
、
組
合
員

一
人
あ
た
り
の
平
均
換
金
額
の
増

加
が
あ
る
。換
金
資
金
借
入
金
増
額

案
と
し
て
、第
59
回
通
常
総
代
会
で

増
額
案
及
び
徴
収
方
法
案
並
び
に

振
替
案
承
認
後
、令
和
７
年
７
月
か

ら
徴
収
（
積
立
）
開
始
し
、
年
度
末

時
点
の
増
額
分
を
換
金
資
金
借
入

金
に
振
替
す
る
予
定
。

事
業
部
報
告
事
項

　

橋
本
副
理
事
長
が
資
料
に
基
づ

い
て
報
告
し
た
。

⑴
事
業
部
取
扱
い
業
務
利
用
状
況

（
10
月
・
11
月
・
12
月
）に
つ
い
て

⑵
東
個
協
指
定
色
追
加
（
三
菱
）
に

つ
い
て

色
名
：
ブ
ラ
ッ
ク
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド　

色
番
号
：
Ｘ
４
７
、色
名
：
ブ
ラ
ッ
ク

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
／
ブ
ラ
ッ
ク
マ
イ

カ　

色
番
号
：
Ｘ
３
Ｘ

※
今
後
は
指
定
色
同
士
の
ツ
ー
ト

ン
カ
ラ
ー
も
認
め
て
い
く
方
針
に
。

⑶
新
型
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
に

つ
い
て

　

３
カ
メ
ラ
対
応
Ｆ
ｉ
ｒ
ｓ
ｔ
Ｖ

ｉ
ｅ
ｗ
。車
両
前
方
最
大
２
０
０
万

画
素
、
車
内
・
車
両
後
方
最
大

１
０
０
万
画
素
。映
像
保
存
時
間
約

40
時
間
。
記
録
媒
体
Ｓ
Ｄ
カ
ー
ド

（
１
２
８
Ｇ
Ｂ
）

※
新
規
取
付
、機
種
交
換
（
一
定
条

件
あ
り
）の
取
付
費
用
は
無
料
。
但

し
、
車
両
代
替
時
の
載
せ
替
え
費

用
、廃
業
時
の
取
外
し
費
用
は
組
合

員
負
担
。
月
額
保
守
料
１
１
５
０

円
。

　

理
事
会
終
了
後
に
募
集
を
開
始
。

⑷
そ
の
他

・
東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
の
お
車

購
入
サ
ポ
ー
ト
制
度
の
終
了

営
業
部
報
告
事
項

　

入
江
常
務
が
資
料
に
基
づ
い
て

報
告
し
た
。

⑴
営
業
部
活
動
報
告（
10
月
・
11
月
・

12
月
分
）に
つ
い
て

⑵
令
和
７
年
度
チ
ケ
ッ
ト
等
換
金

締
め
切
り
に
つ
い
て

⑶
配
車
ア
プ
リ
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決
済

取
扱
手
数
料
改
定
に
つ
い
て

　

配
車
ア
プ
リ
決
済
の
中
で
後
席

タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
用
し
た
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
決
済
は
３
％
の
取
扱
手
数

料
を
超
え
る
手
数
料
を
本
部
が

払
っ
て
い
る
状
況
の
た
め
、通
常
総

代
会
に
お
い
て
の
可
決
承
認
を
条

件
に
、配
車
ア
プ
リ
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
決

済
取
扱
手
数
料
を
４
％
に
改
定
す

る
こ
と
を
検
討
す
る
（
３
月
の
理
事

会
の
条
件
付
き
審
議
事
項
と
し
て

提
案
予
定
）。

⑷
そ
の
他

・
日
立
電
子
チ
ケ
ッ
ト
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

に
つ
い
て

　

電
子
チ
ケ
ッ
ト
の
モ
ニ
タ
ー
券

を
顧
客
に
配
布
。３
月
11
日
か
ら
組

合
員
全
員
が
使
用
で
き
る
よ
う
に

車
内
掲
示
の
準
備
を
お
願
い
し
た

い
。
使
い
方
の
説
明
は
東
個
協
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
近
日
中
に
ア
ッ

プ
予
定
。

・
Ｄ
ｉ
Ｄ
ｉ
簡
易
ご
紹
介
資
料
に
つ

い
て

　

契
約
方
法
に
つ
い
て
本
部
理
事

の
意
見
を
い
た
だ
き
、
次
回
以
降
、

進
展
が
あ
れ
ば
話
を
進
め
て
提
案

を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

適
正
営
業
対
策
室
報
告
事
項

　

髙
橋
専
務
が
資
料
に
基
づ
い
て

報
告
し
た
。

⑴
組
合
員
処
分
結
果
に
つ
い
て

⑵
事
故
多
発
者
等
に
関
す
る
対
応

状
況
に
つ
い
て

総
務
部
審
議
事
項

　

石
田
常
務
が
資
料
に
基
づ
い
て

提
案
を
行
っ
た
。

⑴
東
個
協
・
交
通
共
済
合
同
研
修
会

及
び
講
習
会
受
講
対
象
者
取
扱

い（
案
）承
認
の
件

　

質
疑
の
あ
と
採
決
し
、
賛
成
37

名
、反
対
１
名
で
可
決
さ
れ
た
。

⑵
新
規
加
入
申
込
者
承
認
の
件

　

申
請
後
試
験
合
格
者
61
名
、事
前

試
験
合
格
者
52
名
、
計
１
１
３
名

（
う
ち
譲
渡
譲
受
48
名
、
新
規
許
可

65
名
）。平
均
年
齢
52
歳
。事
後
承
認

１
名
。

　

質
疑
は
な
く
採
決
し
、満
場
一
致

で
可
決
さ
れ
た
。

⑶
自
由
脱
退
承
認
の
件

　

質
疑
は
な
く
採
決
し
、満
場
一
致

で
可
決
さ
れ
た
。

法
務
部
審
議
事
項

　

水
野
副
理
事
長
が
資
料
に
基
づ

い
て
提
案
を
行
っ
た
。

⑴
賞
罰
規
約
改
定（
案
）承
認
の
件 

　

質
疑
は
な
く
採
決
し
、満
場
一
致

で
可
決
さ
れ
た
。

⑵
運
営
規
程
改
定
承
認
の
件

　

質
疑
は
な
く
採
決
し
、満
場
一
致

（
２
面
に
続
く
）

外
の
事
態
に
備
え
、職
員
の
命
を
守

り
、支
部
の
重
要
業
務
を
継
続
す
る

た
め
に
も
、復
旧
す
る
た
め
の
体
制

や
方
法
を
支
部
の
実
情
に
合
わ
せ

対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。そ
こ

で
、平
時
に
し
て
お
く
べ
き
準
備
や

緊
急
時
の
対
応
に
つ
い
て
、簡
単
に

と
り
ま
と
め
た
も
の
を
各
支
部
に

配
布
す
る
の
で
、参
考
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

⑹
顧
問
社
労
士
と
の
契
約
内
容
見

直
し
に
つ
い
て

　

現
行
で
は
２
カ
月
に
１
回
の
面

談
で
契
約
を
取
り
交
わ
し
て
い
た

が
、昨
今
、個
々
に
対
処
す
る
案
件

で
の
疑
義
が
多
く
発
生
し
、就
業
規

則
等
の
改
定
作
業
ま
で
至
っ
て
い

な
い
。職
員
規
程
等
の
精
査
及
び
変

更
に
お
い
て
、面
談
頻
度
を
増
や
す

必
要
が
あ
る
。３
月
末
に
開
催
さ
れ

る
第
６
回
の
理
事
会
に
お
い
て
提

案
す
る
予
定
。

⑺
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に

対
す
る
方
針
に
つ
い
て

　

東
個
協
と
し
て
カ
ス
タ
マ
ー
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
方
針
を
作

成
。
今
日
の
理
事
会
の
報
告
後
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
予
定
。

⑻
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
運
転

免
許
証
の
一
体
化
に
つ
い
て

質
疑
応
答
（
抜
粋
）

　

理
事
か
ら
「
マ
イ
ナ
免
許
証
に

つ
い
て
、本
部
と
し
て
は
こ
の
３
種

類
（
マ
イ
ナ
免
許
証
の
み
、免
許
証

の
み
、
両
方
）の
中
か
ら
『
こ
れ
が

い
い
』と
い
う
よ
う
な
要
望
が
あ
る

の
か
。
支
部
で
決
め
て
い
い
の
か
」

櫻
井
理
事
長
挨
拶

（
関
係
団
体
報
告
）

１
．関
東
支
部
主
催
事
業
講
習
会
に

つ
い
て

　

出
席
者
の
服
装
の
乱
れ
が
著
し

い
。講
習
会
後
に
は
行
政
に
よ
る
許

可
書
・
認
可
書
交
付
式
も
あ
る
。
改

め
て
き
ち
ん
と
し
た
服
装
で
の
出

席
を
お
願
い
し
た
い
。

２
．全
個
連
40
周
年
記
念
表
彰
に
つ

い
て

　

所
属
団
体
職
員
表
彰
に
つ
い
て
、

該
当
者
リ
ス
ト
を
４
月
11
日
ま
で

に
本
部
総
務
宛
に
提
出
を
。

３
．行
政
と
の
意
見
交
換
会

　

３
月
５
日
開
催
予
定
。

総
務
部
報
告
事
項

　

石
田
常
務
が
資
料
に
基
づ
い
て

報
告
し
た
。⑸
の
み
髙
橋
専
務
が
資

料
に
基
づ
い
て
報
告
し
た
。

⑴
組
合
員
加
入
・
脱
退
現
況
に
つ
い

て

　

令
和
６
年
12
月
31
日
現
在
の
組

合
員
数
５
１
２
０
名
（
平
均
年
齢

64
・
５
歳
）。
令
和
５
年
度
12
月
31

日
よ
り
２
４
５
名
減
少
（
４
・
６
％

減
）。

⑵
関
東
運
輸
局
処
分
に
つ
い
て

⑶
令
和
７
年
度
東
個
協
行
事
予
定

に
つ
い
て

⑷
マ
ス
タ
ー
ズ
制
度
支
部
別
参
加

率
に
つ
い
て

⑸
支
部
の
実
績
に
応
じ
た
Ｂ
Ｃ
Ｐ

（
事
業
継
続
計
画
）
初
動
対
応
に

つ
い
て 

　

地
震
や
洪
水
、感
染
症
等
、想
定

⑵
街
頭
指
導
に
つ
い
て

⑶
不
適
正
営
業
点
数
制
度
集
計
に

つ
い
て

⑷
本
部
預
か
り
組
合
員
に
つ
い
て

⑸
令
和
７
年
支
部
別
人
身
事
故
削

減
目
標
値
に
つ
い
て

⑹
改
定
を
検
討
し
て
い
る
規
約
等

に
つ
い
て

⑺
そ
の
他

・
第
４
回
理
事
会
を
う
け
て
追
加
検

討
す
る
事
案
に
つ
い
て

質
疑
応
答
（
抜
粋
）

　

理
事
か
ら
①
「
点
数
制
度
に
つ

い
て
。現
在
、霞
が
関
の
空
車
消
灯

待
機
の
指
導
に
力
を
入
れ
て
い
る

割
に
点
数
が
５
点
と
い
う
の
は
、他

と
比
べ
て
も
ち
ょ
っ
と
バ
ラ
ン
ス

が
悪
い
の
で
は
な
い
か
。少
し
軽
す

ぎ
る
よ
う
に
思
う
。す
み
や
か
に
点

数
制
度
の
見
直
し
を
お
願
い
し
た

い
」、
②
「
ブ
ル
ー
ラ
イ
ン
の
有
無

に
つ
い
て
、こ
れ
か
ら
検
討
し
て
い

く
中
で
、も
し
継
続
し
て
い
く
の
で

あ
れ
ば
、ブ
ル
ー
ラ
イ
ン
を
貼
る
単

価
を
安
価
に
で
き
な
い
の
か
、ま
た

は
支
部
に
入
っ
た
最
初
の
一
回
だ

け
、無
線
機
と
同
様
に
無
料
で
付
け

ら
れ
な
い
か
」と
い

う
質
疑
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
に
対
し
、

①
水
野
副
理
事
長
よ

り
「
点
数
制
度
の
点

数
の
見
直
し
に
つ
い

て
は
、
点
数
だ
け
で

な
く
、
こ
の
内
容
に

つ
い
て
も
合
わ
せ
て

見
直
し
を
し
た
い
と

考
え
て
い
る
」、②
櫻

井
理
事
長
よ
り
「
最

近
多
い
ワ
ゴ
ン
車
な

ど
、
見
え
な
い
の
だ

か
ら
屋
根
部
分
の
ブ

ル
ー
ラ
イ
ン
は
い
ら

な
い
の
で
は
と
個
人

と
い
う
質
疑
が
あ
っ
た
。こ
れ
に
対

し
、櫻
井
理
事
長
よ
り
「
政
府
が
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
推
進
し
て

い
る
中
で
は
あ
る
が
、今
後
手
続
き

等
で
提
出
に
必
要
な
も
の
や
対
応

の
仕
方
が
変
わ
る
の
か
ど
う
か
、今

は
ま
だ
分
か
ら
な
い
。行
政
か
ら
の

連
絡
が
入
っ
て
な
い
の
が
現
状
で

あ
る
。も
う
少
し
待
っ
て
い
た
だ
き

た
い
」と
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、水
野
副
理
事
長
よ
り
「
組

合
や
支
部
で
縛
り
を
掛
け
る
の
は

難
し
い
の
で
は
な
い
か
」と
答
弁
が

あ
っ
た
。法

務
部
報
告
事
項

　

水
野
副
理
事
長
が
資
料
に
基
づ

い
て
報
告
し
た
。

⑴
お
客
様
ご
要
望
カ
ー
ド
に
つ
い

て

春の全国交通安全運動
実施中

（2面にポスターあり）

令和7年4月6日（日）から
令和7年4月15日（火）まで

期間
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で
可
決
さ
れ
た
。

事
業
部
審
議
事
項

　

橋
本
副
理
事
長
が
資
料
に
基
づ

い
て
提
案
を
行
っ
た
。

⑴
防
犯
カ
メ
ラ
賃
貸
基
準
改
定
承

認
の
件 

　

質
疑
は
な
く
採
決
し
、満
場
一
致

で
可
決
さ
れ
た
。

⑵
共
済
規
程
改
定
承
認
の
件

　

質
疑
は
な
く
採
決
し
、満
場
一
致

で
可
決
さ
れ
た
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　

続
い
て
、共
済
事
務
組
合
第
４
回

理
事
会
が
開
催
さ
れ
た
。

共
済
事
務
組
合
報
告
事
項

　

大
野
常
務
が
資
料
に
基
づ
い
て

説
明
し
た
。

⑴
令
和
６
年
12
月
末
餞
別
金
事
務

取
扱
に
つ
い
て

⑵
令
和
６
年
12
月
末
見
舞
金
等
給

付
状
況
に
つ
い
て

⑶
特
別
見
舞
金
の
給
付
申
請
に
つ

い
て

共
済
事
務
組
合
審
議
事
項

　

大
野
常
務
が
資
料
に
基
づ
い
て

提
案
を
行
っ
た
。

⑴
新
規
加
入
申
込
者
承
認
の
件

　

申
請
後
試
験
合
格
者
61
名
、事
前

試
験
合
格
者
52
名
、
計
１
１
３
名

（
う
ち
譲
渡
譲
受
48
名
、
新
規
許
可

65
名
）。平
均
年
齢
52
歳
。事
後
承
認

１
名
。

　

質
疑
は
な
く
採
決
し
、満
場
一
致

で
可
決
さ
れ
た
。

閉
会　

午
後
４
時
50
分

組合員処分結果について
審査会の審査報告に基づき、違反行為組合員を下記の通り処分した

開催日／令和6年11月5日
①足立第一支部　T.N　（46歳）

【事案】他団体のタクシー乗務員からチケットの精算を頼まれ、支部で換金した。
【処分】30日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
②北支部　B.M　（60歳）

【事案】令和6年5月22日午後11時頃、新橋駅東口バス停において、都個協より「進
入禁止無視」が現認された。また、令和6年9月5日午前0時頃、新幸橋周辺におい
て都個協より「待機禁止無視」が現認された。

【処分】30日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
③新宿支部　S.M　（60歳）

【事案】令和2年11月12日午後10時頃、新幸橋周辺において都個協より「待機禁止
無視」が現認された。また令和4年4月12日午前0時頃、中央区銀座7丁目周辺（車
両進入禁止地区内）においてタクシーセンターより「乗禁地区営業」の指導を受
け、同年7月28日賞罰審査会において60日の処分となった。さらに令和6年9月13
日午後10時頃、港区新橋１丁目周辺においてタクシーセンターより「回遊車両」
の指導を受けた。

【処分】90日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
④練馬支部　K.K　（70歳）

【事案】令和5年8月13日午前9時頃、大田区羽田空港2丁目周辺においてタクシー
センターより「事業者乗務証不表示」の指導を受けた。また令和6年9月12日午前
0時頃、港区新橋1丁目周辺においてタクシーセンターより「乗禁地区営業」の指
導を受けた。

【処分】30日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
⑤武三支部　M.K　（67歳）

【事案】令和6年9月21日午後11時頃、杉並区下井草1丁目付近において、工事中で
片側一車線となっていた道路で、交通整理員の誘導で進行していたが、交通整
理員が停止を求めたことに激昂し、暴言を吐いていたところ足がブレーキから
離れてしまい、交通整理員と接触した。

【処分】45日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
⑥荒川支部　S.K　（62歳）

【事案】契約顧客より、利用したチケット請求が来ていないので調べて欲しい旨
の依頼があった。支部から当該組合員に確認したところ、紛失してしまったた
め請求はしない旨の回答があり、本部としては事故券登録として処理をした。
その後、支部より送られてきたチケットの中に、事故券登録したチケットが含
まれて送られて来たことから、再度支部長に調査依頼をしたが、矛盾点が多い
ことから本部において事情聴取を行い確認したところ、当該組合員は、普段、チ
ケットや領収書をカバンやグローブボックスなどに溜め込み、後でまとめて家
に持ち帰り、金額の合ったもの同士を付け合わせして換金している。今回のチ
ケットも車や家の引き出しの中から見つけたもので、別の領収書と勘違いして
付け合わせ請求した可能性があるが確証はないと言う供述がなされた。

【処分】脱退勧告
⑦中野支部　Y.T　（70歳）

【事案】令和6年6月21日に開催された賞罰審査会において、180日の処分が決定
され、同年7月31日に来組するよう文書によって通知し、来組したが、処分には
応じないと言って帰っていった。同年8月2日付で処分不服従として、同年7月31
日より共通乗車券等の精算の停止、並びに無線配車の停止（配車用アプリケー
ション含む）処分を執行している旨の通知を出したものである。

【処分】脱退勧告

開催日／令和7年1月15日
①足立第二支部　K.Y　（55歳）

【事案】令和2年12月10日午後10時頃、新橋駅東口吉野家前において都個協より
「進入禁止無視」が現認された。また令和4年9月22日午後11時頃、土橋高速入り
口周辺において都個協より「乗り場無視」が現認されたため、令和5年1月27日賞
罰審査会において60日の処分となった。さらに令和6年1月29日午後10時頃、新
橋駅東口バス停において都個協より「進入禁止無視」が現認され、同年4月19日
賞罰審査会において150日の処分となった。さらに同年10月2日午前0時頃、港区
新橋1丁目周辺においてタクシーセンターより「乗り場無視」の指導を受けた。

【処分】脱退勧告
②北支部　O.Y　（71歳）

【事案】平成30年9月14日午前0時頃、新橋駅東口吉野家前において都個協より
「進入禁止無視」が現認された。また令和2年3月6日午後11時頃、港区新橋2丁目
周辺においてタクシーセンターより「運送の引き受けの拒絶」の指導を受け、同
年4月16日賞罰審査会において45日の処分となった。さらに令和5年7月12日午
前0時頃、新橋駅東口バス停において都個協より「進入禁止無視」が現認された。
また令和6年10月10日午前0時頃、新橋駅東口吉野家前において都個協より「進
入禁止無視」が現認された。

【処分】90日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
③足立第二支部　H.Y　（64歳）

【事案】令和6年5月28日午後11時頃、港区新橋1丁目周辺においてタクシーセン
ターより「回遊車両」の指導を受けた。また同年10月21日午後10時頃、土橋高速
入口周辺において都個協より「待機禁止無視」が現認された。

【処分】60日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
④新宿支部　K.N　（52歳）

【事案】令和4年5月19日午後11時頃、中央区銀座8丁目周辺においてタクシーセ
ンターより「乗り場無視」の指導を受けた。また令和6年11月14日午前0時頃、港
区新橋1丁目周辺においてタクシーセンターより「接客不良」の指導を受けた。

【処分】60日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
⑤板橋第一支部　K.S　（52歳）

【事案】並木通りで停車中に後ろから来た車にクラクションを鳴らされたことに
対して不適切な行為をし、さらに車両に近づいてきた相手方が車両に接触して
いるにもかかわらず、そのまま走行し相手方を転倒させた。

【処分】30日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
⑥都心支部　N.Y　（51歳）

【事案】同じ支部の賞罰処分により精算停止中の組合員からチケットの精算を頼
まれて支部にて換金しようとした。

【処分】30日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
⑦都心支部　T.N　（54歳）

【事案】賞罰審査会に付託され処分執行中である精算停止期間に、同支部組合員
へチケットの精算を依頼した。

【処分】120日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。
⑧足立第一支部　K.T　（66歳）

【事案】車検の有効期間が切れた事業用自動車でタクシー営業を数日行った。
【処分】90日の共通乗車券・電子決済の精算の停止及び誓約書、東個協表示燈
「甲」の使用停止、無線営業の停止（配車用アプリケーション含む）。指定する講
習会または研修会の受講1日。

（２）２０２５年（令和７年）３月３１日　　　　　東　 個　 協　 ニ　 ュ 　ー 　ス 第５５１号



墨
東
支
部

倉
持 

誠
さ
ん

　

前
職
は
仕
事
の
時
間
も
長
く
休

み
も
少
な
か
っ
た
の
で
、子
ど
も
が

生
ま
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、時
間
に

自
由
が
あ
る
個
人
タ
ク
シ
ー
に
な

り
た
い
と
最
初
か
ら
決
め
て
、
タ

ク
シ
ー
と
い
う
仕
事
を
選
び
ま
し

た
。高
校
時
代
の
友
人
が
個
人
タ
ク

シ
ー
を
開
業
し
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、良
い
点
も
悪
い
点
も
事
前
に
聞

い
て
い
ま
し
た
し
、家
族
や
既
に
個

人
タ
ク
シ
ー
と
し
て
開
業
し
て
い

る
先
輩
方
か
ら
も
温
か
い
サ
ポ
ー

ト
や
応
援
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
笑
顔
と
安
全
・
安
心

を
心
が
け
る
運
転
を
行
い
、接
客
業

で
も
あ
る
タ
ク
シ
ー
運
転
手
と
し

て
お
客
様
第
一
に
考
え
る
こ
と
の

で
き
る
ド
ラ
イ
バ
ー
を
目
指
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

て
も
、世
間
は
個
人
タ
ク
シ
ー
全
体

の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
ま
す
。一

人
ひ
と
り
が
優
秀
適
格
者
と
し
て

の
自
覚
を
持
っ
て
、業
務
を
遂
行
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

最
後
に
、
各
地
に
お
い
て
タ
ク

シ
ー
の
供
給
力
不
足
が
業
界
の
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。昨
年
４
月
よ

り
、日
本
版
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
、自
家

用
車
活
用
事
業
制
度
が
創
設
さ
れ
、

東
京
特
別
区
・
武
三
交
通
圏
を
始
め

各
地
で
運
行
開
始
さ
れ
、制
度
に
つ

い
て
も
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
が
図

ら
れ
る
な
ど
地
域
の
自
家
用
車
、一

般
ド
ラ
イ
バ
ー
を
広
く
活
用
し
て
、

供
給
力
に
不
足
が
生
じ
な
い
仕
組

み
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。タ
ク
シ
ー

事
業
が
地
域
の
公
共
交
通
と
し
て

の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ

う
、個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
と
な
ら

れ
る
皆
様
に
も
、業
界
の
活
性
化
を

目
指
し
て
個
人
タ
ク
シ
ー
な
ら
で

は
の
サ
ー
ビ
ス
や
利
用
者
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
た
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
努
め
、
ま
た
社
会
貢
献
と

い
っ
た
観
点
か
ら
も
、地
域
の
防
犯

へ
の
協
力
、交
通
渋
滞
、環
境
問
題

等
の
改
善
に
も
一
丸
と
な
っ
て
取

り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

以
上
い
く
つ
か
の
お
願
い
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。個
人
タ
ク

シ
ー
は
、自
ら
が
管
理
者
の
役
割
を

務
め
て
、適
切
に
自
己
管
理
を
行
わ

な
け
れ
ば
最
悪
の
場
合
、事
業
許
可

の
期
限
更
新
が
認
め
ら
れ
ず
個
人

タ
ク
シ
ー
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。自
分
自
身
を
厳
し
く
律

し
て
、適
切
な
自
己
管
理
を
行
っ
て

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

東
京
運
輸
支
局

皆
川
誠
司
次
長 

挨
拶

　

こ
の
度
新
た
に
個
人
タ
ク
シ
ー

事
業
者
に
な
ら
れ
ま
し
た
皆
様
、誠

に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。心
よ

り
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。こ
れ

か
ら
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者
と
し

て
日
々
営
業
さ
れ
て
い
く
こ
と
と

な
り
ま
す
皆
様
方
に
、関
東
運
輸
局

を
代
表
し
、い
く
つ
か
の
お
願
い
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
度
の
訪
日
外
国
人
旅
行
者

数
が
約
３
７
０
０
万
人
に
到
達
す

る
勢
い
と
な
り
、国
内
の
観
光
需
要

が
回
復
に
向
か
う
中
、タ
ク
シ
ー
業

界
に
お
い
て
は
、接
客
マ
ナ
ー
の
向

上
や
訪
日
外
国
人
へ
の
対
応
強
化

に
努
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

中
で
も
個
人
タ
ク
シ
ー
業
界
で

は
、外
国
語
電
話
通
訳
サ
ポ
ー
ト
や

運
賃
決
済
の
多
様
化
な
ど
、サ
ー
ビ

ス
向
上
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。こ

の
よ
う
な
取
組
は
、訪
日
外
国
人
旅

行
者
に
日
本
の
タ
ク
シ
ー
が
総
合

的
に
高
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
行
っ

て
い
る
印
象
を
与
え
、世
界
的
に
も

評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。皆
様

に
は
そ
の
評
価
が
維
持
継
続
さ
れ

る
よ
う
、た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

次
に
お
願
い
し
た
い
の
は
、輸
送

の
安
全
・
安
心
の
確
保
で
す
。
輸
送

の
安
全
・
安
心
は
、
公
共
交
通
機
関

で
あ
る
タ
ク
シ
ー
に
と
っ
て
最
大

の
使
命
で
あ
り
ま
す
。関
東
運
輸
局

は
昨
年
９
月
に
、関
東
地
域
事
業
用

自
動
車
安
全
政
策
２
０
２
４
を
策

定
し
、交
通
事
故
削

減
目
標
を
掲
げ
ま

し
た
。交
通
事
故
の

発
生
状
況
を
踏
ま

え
、
飲
酒
運
転
・
健

康
起
因
事
故
等
を

重
点
課
題
と
し
て

位
置
づ
け
、関
係
者

一
丸
と
な
り
、事
故

削
減
・
防
止
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。皆

様
に
は
、誰
も
が
安

心
し
て
利
用
で
き

る
公
共
交
通
機
関

と
し
て
、一
人
ひ
と

り
が
安
全
の
プ
ロ

フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

と
し
て
高
い
意
識

を
持
っ
て
、ハ
ン
ド

ル
を
握
っ
て
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

　

次
に
法
令
遵
守

で
す
。
個
人
タ
ク
シ
ー
を
営
む
に

は
、法
令
や
規
則
を
守
る
こ
と
は
最

低
条
件
で
あ
り
ま
す
が
、接
客
サ
ー

ビ
ス
の
品
質
低
下
を
招
く
、乗
車
拒

否
、接
遇
ト
ラ
ブ
ル
、無
車
検
運
行
、

救
護
義
務
違
反
な
ど
、悪
質
な
違
反

行
為
は
な
く
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

行
政
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
タ
ク

シ
ー
業
界
と
信
頼
を
失
墜
さ
せ
る

よ
う
な
事
業
者
に
は
、監
査
の
実
施

と
厳
格
な
処
分
等
に
よ
り
法
令
違

反
の
早
期
是
正
を
促
し
、な
お
是
正

改
善
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
事
業

許
可
の
取
り
消
し
処
分
と
す
る
な

ど
引
き
続
き
厳
し
い
措
置
を
講
じ
、

実
効
性
の
あ
る
監
査
・
処
分
等
を

行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
部
の
個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
者

が
引
き
起
こ
し
た
不
祥
事
で
あ
っ

個人タクシー許可書及び認可書交付式 
業界の模範として事業発展に貢献を

　2月18日（火）午後3時45分より、個人タクシー会館において関東運輸局による「個
人タクシー許可書及び認可書交付式」が開催され、東京都では175名（うち東個協85
名）の新事業者が誕生した。

　

事
業
講
習
会
は
、新
し
く
個
人
タ

ク
シ
ー
事
業
者
に
な
っ
た
人
に
向

け
て
、公
共
交
通
機
関
と
し
て
の
責

任
に
対
す
る
自
覚
を
再
認
識
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
て

い
る
。講
習
内
容
と
し
て
、個
人
タ

ク
シ
ー
の
基
本
的
な
あ
り
方
や
今

後
の
営
業
上
の
注
意
点
等
に
つ
い

て
、関
東
支
部
役
員
及
び
外
部
の
専

門
講
師
関
係
機
関
並
び
に
行
政
当

局
の
担
当
官
に
よ
る
講
演
が
行
わ

れ
た
。

　

関
東
運
輸
局
自
動
車
交
通
部
の

し
て
確
実
に
目
的
地
ま
で
運
送
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
の
で
、安
全
を
最
優
先
に
事

業
を
行
っ
て
い
た
だ
き
、『
安
心
し

て
移
動
で
き
る
交
通
手
段
は
、や
っ

ぱ
り
個
人
タ
ク
シ
ー
だ
』と
よ
り
多

く
の
旅
客
利
用
者
の
方
か
ら
支
持

さ
れ
る
存
在
で
あ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
」と
言
う
言
葉
で
締
め
く
く

ら
れ
た
。

　

講
習
会
は
３
時
40
分
に
終
了
し
、

続
い
て
個
人
タ
ク
シ
ー
許
可
書
及

び
認
可
書
交
付
式
が
行
わ
れ
た
。

北
條
幸
雄
氏
に
よ
る
「
求
め
ら
れ

る
個
人
タ
ク
シ
ー
」と
い
う
テ
ー
マ

に
よ
る
講
義
で
は
、「
輸
送
の
安
全
」

「
自
己
管
理
」「
行
政
処
分
」「
期
限
更

新
」の
４
点
に
つ
い
て
説
明
が
行
わ

れ
た
あ
と
、「
個
人
タ
ク
シ
ー
は
運

行
管
理
、整
備
管
理
な
ど
の
全
て
を

自
ら
が
責
任
を
も
っ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
、
優
良
・
優
秀
な
運
転
者

に
限
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
特
別

な
制
度
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。そ
の

た
め
、旅
客
利
用
者
か
ら
は
一
般
の

タ
ク
シ
ー
よ
り
も
安
全
安
心
に
、そ

第
86
回 

個
人
タ
ク
シ
ー
事
業
講
習
会

　

２
月
17
日
（
月
）・
18
日
（
火
）の
２
日
間
、個
人
タ
ク
シ
ー
会
館
に
お
い
て
関
東
支
部
主
催
「
第
86
回
個
人
タ
ク

シ
ー
事
業
講
習
会
」が
開
催
さ
れ
た
。

夫婦同時で個タク事業者に！
大田第一支部の後藤雅行さん・美帆さん
　2月7日に行われた新規加入者講習会に出席された大田第一支部の後藤雅行さん・美
帆さん。今回ご夫婦同時に東個協へ加入ということで、東個協史上でも、かなり稀有
な新規加入者のお二人となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　法人時代に同期として出会ったというお二人が個人タクシー事業者を目指した理由
は、先に個人になった親しい先輩方から話を聞いて個人タクシーに魅力を感じたか
ら。「チャレンジしよう」と決めてからは、分からないことや不安、疑問などは二人
で話し合って解決しながら取り組んだそうです。　　　　　　　　　　　　　　　　  
　「一緒だと試験に集中する時期が分散せず、各手続きは一度に二人分片づけられる
ので色々とコンパクトに済んだかなと思います。ただ、試験後認可が下りるまでの
間、無事故・無違反を徹底するために二人で運転を控えたので、移動手段等でちょっ
と困ることも（美帆さん）」「事務所のそばの駐車場が
空き不足で、車庫を２台確保するのが本当に大変でした
（雅行さん）」という二人同時ならではの苦労話も。 　  
　個人タクシー事業者として、これからは「お客様に信
頼されるドライバーであること、その上で楽しく仕事が
できれば最高です（雅行さん）」「法人時代の接客スタ
イルは崩さず、無理なく安全に、プライベートの充実も
図り、なるべく長くやっていけるように頑張ります（美
帆さん）」と、それぞれの抱負もいただきました。　　    

者
可
認

・

許
可
者
の
声

（３） ２０２５年（令和７年）３月３１日　　　　　東　 個　 協　 ニ　 ュ 　ー 　ス 第５５１号



「
寒
い
中
お
待
た
せ
し
て
申
し
訳
な

な
い
」
と
、
ご
自
身
も
タ
ク
シ
ー
か

ら
降
り
、
寒
い
の
に
待
っ
て
い
て
く

れ
ま
し
た
。本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。（
女
性
）

　

苦　

情

★
タ
メ
口
。行
き
先
を
伝
え
る
前
に

メ
ー
タ
ー
を
押
し
、
何
度
も
行
き
先

を
伝
え
て
も
聞
き
取
れ
な
い
。

（
女
性
・
営
業
）

★
客
の
体
型
を
馬
鹿
に
す
る
最
低

最
悪
の
運
転
手
だ
っ
た
。二
度
と
地

元
周
辺
を
走
ら
な
い
で
欲
し
い
。

（
男
性
・
会
社
員
）

★
す
ご
く
だ
る
そ
う
に
た
め
息
を

つ
き
な
が
ら
の
返
事
で
し
た
。運
転

も
わ
ざ
と
ら
し
く
音
を
出
し
た
り
、

急
ブ
レ
ー
キ
を
踏
む
。１
０
０
０
円

以
内
だ
か
ら
か
、
悪
い
対
応
で
し

た
。車
内
も
く
さ
い
。

（
男
性
・
会
社
役
員
）

★
・
車
内
が
あ
ま
り
に
も
汚
い
！
す

ぐ
に
下
車
し
た
か
っ
た
。

・
視
野
が
狭
い
の
か
、
運
転
が
と
ろ

い
。不
要
な
所
で
停
止
し
て
、
時
間

を
浪
費
し
て
い
た
。

・
迎
車
場
所
を
間
違
え
て
い
た

（
カ
ー
ナ
ビ
表
示
に
疑
問
）。

・
二
度
と
こ
の
車
両
、
運
転
手
を
Ｇ

Ｏ
に
て
配
車
し
な
い
で
も
ら
い
た

い
。（
男
性
）

★
・
行
き
先
を
伝
え
る
前
に
メ
ー

タ
ー
を
押
す
。

　

感　

謝

☆【
荒
川
Ｋ
・
Ｋ
】羽
田
空
港
で
普
通

に
乗
車
し
た
時
か
ら
対
応
が
す
ば

ら
し
く
、
快
適
な
ド
ラ
イ
ブ
で
し

た
。お
人
柄
の
良
さ
が
お
仕
事
に
反

映
さ
れ
て
い
ら
し
て
、
好
感
が
持
て

ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。（
女
性
・
自
営
業
）

☆
【
墨
田
Ｓ
・
Ｙ
】
運
転
手
さ
ん
の

し
ゃ
べ
り
方
や
雰
囲
気
が
と
て
も

良
く
、
居
心
地
が
良
か
っ
た
で
す
。

色
々
な
こ
と
が
気
に
な
る
こ
と
は

よ
く
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
何
も

気
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
す

ご
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
、
つ
い

こ
の
ハ
ガ
キ
を
も
ら
っ
て
き
ち
ゃ

い
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
！（
女
性
）

☆【
江
一
Ｓ
・
Ｔ
】財
布
を
車
内
に
忘

れ
ま
し
た
が
、
翌
日
早
朝
に
対
応
い

た
だ
き
、
本
当
に
助
か
り
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
女
性
）

☆【
武
三
Ｍ
・
Ｙ
】と
て
も
乗
り
心
地

が
良
か
っ
た
で
す
。あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。（
男
性
・
会
社
員
）

☆
【
城
南
Ｙ
・
Ｍ
】
商
店
街
の
途
中

だ
っ
た
の
で
、
車
が
入
っ
て
来
ら
れ

な
い
所
で
送
迎
を
お
願
い
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。高
齢
者
を
連
れ
て
い

た
の
で
、
ど
う
し
よ
う
か
と
思
い
ま

し
た
が
、
ド
ラ
イ
バ
ー
さ
ん
が
で
き

る
だ
け
近
く
ま
で
来
て
く
だ
さ
り
、

２２
月
の
お
客
様
ご
要
望
カ
ー
ド

月
の
お
客
様
ご
要
望
カ
ー
ド

　

２
月
中
に
ご
乗
車
い
た
だ
い
た
お
客
様
か
ら
届
い
た
「
ご
要
望
カ
ー
ド
」は
14
通
。う
ち
、感
謝
７
通
（
50
％
）、

苦
情
７
通
（
50
％
）で
し
た
。

　

掲
載
さ
れ
た
「
ご
要
望
カ
ー
ド
」一
通
一
通
に
込
め
ら
れ
た
お
客
様
の
感
謝
の
言
葉
と
苦
情
の
内
容
に
し
っ
か
り

と
目
を
通
し
、個
人
タ
ク
シ
ー
の
将
来
を
担
う
一
員
と
し
て
の
誇
り
と
向
上
心
を
持
っ
て
日
々
の
業
務
に
勤
し
み

ま
し
ょ
う
。

・
お
客
様
に
タ
メ
口
。

・
メ
ー
タ
ー
が
動
い
て
い
る
の
に
、

耳
が
悪
く
て
行
き
先
が
伝
わ
ら
な

い
。（
女
性
）

　

東
個
協
の
仲
間
が
２
月
中
１
名

亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。在
り
し
日
の

お
姿
を
偲
び
つ
つ
、ご
冥
福
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

森　

行
郎	

（
新
東
京
）	

80
歳

＝
自
然
に
還
る
＝ 

死
は

還
る
こ
と
な
き

波
な
り

法律相談は事前の電話予約が必要です
 予約窓口 ０３－３３８４－１３５０（法務部）

 受付時間 平日  午前９時から午後５時まで

東個協顧問弁護士による組合員、若しくは組合員のご家族からの生活
法律相談を無料で受けることができます。完全予約制で相談時間は
1回30分程度です。

無料法律相談のご案内

東個協顧問弁護士
銀座新明和法律事務所　　渡辺　務　弁護士

令和７年 ４月 ２２日（火）
 ５月 ２７日（火）
 ６月 ２４日（火）

ご予約は支部若しくは組合員より直接下記までご連絡ください。

相談日

個人タクシー会館（中野区弥生町５－６－６）相談場所
基礎となる国民年金に上乗せする公的制度で、手厚い年金給
付を行う目的で作られた制度です。
掛け金の払い込みは原則60歳まで（国民年金に任意加入され
ている期間も加入できます）。受給年齢は65歳からです。

小規模企業共済
国民年金基金

　将来に備えて加入を考えてみませんか？
どちらの制度も掛け金を全額所得控除できます。
まず掛け金や受給できる額がどの程度になるのか
シミュレーションしてみませんか？  
　QRコードをスマホで読み取ると、
それぞれの制度のシミュレーションが出来ます。

加入申し込みは所属支部へ

◆ 国民年金基金 ◆

個人事業主等を加入対象に、廃業時に受け取る共済金を、ご自
分で掛け金を設定し、積み立てる共済制度です。
加入年齢に制限はありません。国民年金基金に加入して払い
込みが終了した方は、小規模企業共済に加入してみませんか。

◆ 小規模企業共済 ◆

＆

支部解散に寄せて 目黒第一支部

目黒第一支部
住所：目黒区鷹番2-12-5	森下マンション
支部員数：55名（令和7年3月現在）

　今まで勉強会を行いながら支部員を一人でも増やす努

力をしてきましたが、近所にあった法人タクシー会社が無

くなってしまい、法人会社との繋がりが途絶えてしまった

ことで新しい支部員が入ってこなくなったことと、コロナ

禍などで廃業する人が激増したこと、これが支部解散の大

きな原因となってしまいました。

　目黒第一支部は、もともと小さい支部であったこともあ

り、融和をモットーに、支部の常会が終わった後には皆で

飲みに行くような仲の良い支部でした。

　55名の支部員は今後別々の道を歩むことになりますが、

これからも健康に気を付け、事故を

起こさないように、そして個人タク

シーのイメージをアップさせるよ

うな営業を心がけて頑張っていっ

ていただきたいと思います。

 ［解散後の移籍先］
大田第一支部18名、品川第二支部1名、渋谷支部2名、世田

谷第一支部8名、世田谷第二支部4名、都心支部2名、中野支

部1名、武三支部1名、城南支部12名、その他6名、計55名。

［解散予定日］　令和7年3月31日

 ［支部のあゆみ］

　昭和37年10月、個人タクシー免許者17

名の有志によって、目黒区唐ヶ崎に「目

黒協会」として産声を上げる。その後昭

和38年10月、東京都個人タクシー協同

組合創立に伴い、目黒支部として参画

した。昭和47年に現在の目黒区鷹番に

移転し、昭和48年に名称を「目黒第一支

部」と改称。支部員数は、平成21年在籍

122名が最多であった。

目黒第一支部の外観

融和の心を忘れずに 佐藤 豊 支部長

２０２５年（令和７年）３月３１日　　　　　東　 個　 協　 ニ　 ュ 　ー 　ス 第５５１号 （４）


